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１．障がい福祉施策等の動向とロジックモデル
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障害者権利
条約の批准
(2014)

障害者差別
解消法施行(2016)

障害者総合
支援法成立
(2010)

社会福祉法等改正
（地域共生社会の実現）
(2018)

生活困窮者自立
支援法成(2013)

障害者自立
支援法施行
(2006)

支援費制度
施行(2003)

措置費制度

介護保険制度
施行(2000)

障害者基本法
改正(2011)

リーマンショック
(2008）

就職氷河期
(1993～2005)

孤立・孤独対策
(2021)

人口が減少過程に入
る（2009以降）

東日本大震災
(2011）

新型コロナ
ウイルス感染症禍

発達障害者
支援法成立
(2004)

自殺対策基本法
成立(2006)

後期高齢者
医療制度施行
(2006)

厚労省が貧困率
を初公表-15.7%(2009)

障害者優先調達
推進法施行(2013)

世帯間所得格差が
過去最大更新(2016)

社会福祉
基礎構造
改革(1998)

障
害
福
祉
制
度

社
会
保
障
関
係

社
会
経
済
状
況

１.５人の現役
世代が１人の
高齢者を支える
(2040)

障がい福祉施策等の動向

次世代育成支援
対策推進法成立
(2003）

年金制度改革
（マクロ経済ス
ライド等）(2004)

社会保障・税
一体改(2012)

介護保険改革（予防重視、
地域密着型サービス創
設） (2005)

成年後見制度利用促進
基本計画閣議決定(2017)

共生サービス
施行(2018)

障害者総合
支援法改正
(2016)

社
会
構
造
の
変
化
や
人
々
の
暮
ら
し
の
変
化
を
踏
ま

え
、
制
度
・分
野
ご
と
の
「縦
割
り
」や
「支
え
手
」「受
け

手
」と
い
う
関
係
を
超
え
て
、
地
域
住
民
や
地
域
の
多
様

な
主
体
が
参
画
し
、
人
と
人
、
人
と
資
源
が
世
代
や
分
野

を
超
え
つ
な
が
る
こ
と
で
、
住
民
一
人
ひ
と
り
の
暮
ら
し

と
生
き
が
い
、
地
域
を
と
も
に
創
っ
て
い
く
社
会

目指す社会＝
地域共生社会

バブル景気崩壊
(1991)

出生数が初めて100万人を
割り込み(2016)

阪神・淡路大震災
(1995)

小泉構造改革
(2001）

障害者虐待
防止法施行
(2012)

しょう ふ く し し さ くなど どうこう

〇 平成に入りバブル経済が崩壊し経済は長期低迷、少子高齢社会に対応した社会保障制度の構造改革が進められた

〇 障がい分野は、社会福祉基礎構造改革により、介護サービスと同様に措置から利用契約制度へと舵が切られたが、財源の裏付けが脆弱だったため、一部費用負担を利用

者に求め個別給付を全て義務的経費とする障害者自立支援法の成立につながった

〇 今日、地域包括ケアシステムの考えを基底に、対象別（高齢・児童・障害・困窮者）の施策ではなく、「自助・互助・共助・公助」のベストミックスというべき地域共生社会を標榜

する施策が注目されている
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〇 障がい者の社会参加を可能とするため、物理的環境、輸送機関、情報通信並びに公共の施設及びサービスにアクセスすることが十分確保されて

いること（アクセシビリティの確保）

〇 障がい者の地域社会での生活が当たり前になるよう、特定の生活様式で生活するよう義務づけられることがなく、居住地及びどこで誰と生活する

かを選択する機会を有し、在宅サービス、居住サービスその他の地域社会支援サービスにアクセスできること（生活の自立と地域社会へのインク

ルージョン）

〇 障がい者が、自ら選択する形態のコミュニケーション手段（手話、点字、拡大文字など）により、表現及び意見の自由が確保され、様々な種類の障

害に適応したアクセシブルな技術等により、様々な情報が提供されること（表現及び意見の自由並びに情報へのアクセス）

〇 障がい者が、ジェンダーを考慮した保健サービスにアクセスすることが確保され、適切な早期発見及び早期介入、二次障害を最小にし及び予防す

るための保健サービスを可能な限り地域社会近くで提供されること(健康）

〇 障がい者が、保健、雇用、教育及び社会サービスの分野において、ハビリテーション及びリハビリテーションについての包括的なサービスが、学際

的な評価に基づきできる限り早い段階で開始され、ピア・サポートの活用、補装具や支援機器の円滑な提供、従事する専門家及び職員に対する訓

練の充実が行われること（ハビリテーション及びリハビリテーション）

〇 障がい者にとって開かれた労働市場及び労働環境が用意され、障がい者が自由に選択し又は引き受けた労働を通じて生計を立てる機会が確保

されていること（労働及び雇用）

〇 障がい者及びその家族に十分な生活水準（食料、衣類及び住居を含む。）が確保され、困窮対策（職業訓練、カウンセリング、財政援助及びレス

パイト・ケアを含む。）、住宅施策に平等にアクセスすることができること（生活水準及び社会保護）

〇 障がい者が、テレビ番組、映画、演劇その他の文化的な活動へのアクセス、並びに劇場、博物館、映画館、図書館、観光サービス等の文化的な

公演又はサービスが行われる場所へのアクセスが確保され、文化的な生活に参加でき、また、可能な限度において国の文化的に重要な記念物及

び遺跡へのアクセスを享受できること（文化的な生活への参加）

〇 障がい者が、レクリエーション、余暇及びスポーツに参加する機会が確保され、このための適切な指導、訓練及び資源の提供、また、スポーツ及

びレクリエーションの開催地並びに観光地へのアクセスの確保、レクリエーション、観光、余暇及びスポーツを企画する団体等によるサービスにアク

セスすることを確保すること（レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加）
5

障害のある人の権利に関する条約（仮訳）の関連条文概要
川島聡＝長瀬修仮訳（2008年5月30日付）

しょう しゃ しゃかい さ ん か か の う ぶ つ り てきかんきょう ゆ そ う き か ん じょうほうつうしん なら こうきょう し せ つ お よ さ ー び す あ く せ す じゅうぶんかくほ

あ く せ し び り て ぃ か く ほ

しょう しゃ ち い きしゃかい せいかつ あ まえ と く て い せいかつ ようしき せいかつ ぎ む きょじゅうち およ だれ せいかつ

せんたく き か い ゆう ざ い た く さ － び す きょじゅう さ ー び す た ち い きしゃかい し え ん さ ー び す あ く せ す せいかつ じ り つ ち い き しゃかい い ん く

る ー じ ょ ん

しょう しゃ みずか せんたく けいたい こ み ゅ に け ー し ょ ん しゅだん し ゅ わ て ん じ か く だ い も じ ひょうげんおよ いけん じ ゆ う か く ほ さまざま しゅるい しょう

がい てきおう あ く せ し ぶ る ぎじゅつなど さまざま じょうほう ていきょう ひょうげんおよ い け ん じ ゆ う なら じょうほう あ く せ す

しょう しゃ じ ぇ ん だ ー こ う り ょ ほ け ん さ ー び す あ く せ す か く ほ てきせつ そ う き はっけん およ そ う き かいにゅう に じ しょうがい さいしょう およ よ ぼ う

ほ け ん さ ー び す か の う かぎ ち い き し ゃ か い ちか ていきょう けんこう

しょう しゃ ほけん こよう きょういくおよ しゃかい さ ー び す ぶんや は び り て ー し ょ ん およ り は び り て ー し ょ ん ほうかつてき さ ー び す がくさい

てき ひょうか もと かぎ はや だんかい か い し ぴ あ さ ぽ － と かつよう ほ そ う ぐ し え ん き き えんかつ ていきょう じゅうじ せんもんか およ しょくいん たい くん

れん じゅうじつ おこな は び り て ー し ょ ん およ り は び り て ー し ょ ん

しょう しゃ ひら ろ う ど う し じ ょ う およ ろうどうかんきょう よ う い しょう しゃ じ ゆ う せんたく また ひ う ろ う ど う つう せいけい た き か い か く ほ

ろうどう およ こ よ う

しょう しゃ およ かぞく じゅうぶん せいかつすいじゅん しょくりょう いるい およ じゅうきょ ふく か く ほ こんきゅうたいさく しょくぎょうくんれん か う ん せ り ん ぐ ざいせいえんじょ およ れ す

ぱ い と け あ ふく じゅうたく せ さ く びょうどう あ く せ す せいかつすいじゅんおよ しゃかい ほ ご

しょう しゃ て れ び ばんぐみ えいが えんげき た ぶんか てき かつどう あ く せ す なら げきじょう はくぶつかん えいがかん としょかん かんこう さ ー び す など ぶんかてき

こうえん また さ ー び す おこな ばしょ あ く せ す か く ほ ぶんか てき せいかつ さんか かのう げんど くに ぶんかてき じゅうよう きねんぶつ およ

いせき あ く せ す きょうじゅ ぶんかてき せいかつ さんか

しょう しゃ れ く り え ー し ょ ん よ か およ す ぽ ー つ さんか き か い か く ほ てきせつ し ど う くんれん およ しげん ていきょう す ぽ ー つ およ

れ く り え ー し ょ ん か い さ い ち なら か ん こ う ち あ く せ す か く ほ れ く り え ー し ょ ん かんこう よ か およ す ぽ ー つ き か く だんたいとう さ ー び す あ く

せ す か く ほ れ く り え ー し ょ ん よ か およ す ぽ ー つ さ ん か

しょうがい ひと け ん り かん じょうやく かりやく かんれんじょうぶんがいよう



「『利用者目線』の新しい障がい福祉」のロジックモデル（例示）

「ともに生きる社会

かながわ」の実現

「ともに生きる社会か

ながわ憲章」の理念

が浸透し、本人の意

思決定を踏まえた、そ

の人らしい生活を支

えるサービス基盤が

進んだいのち輝く地

域共生社会

一般就労や中間
的就労の場で収入
を得ることができる

親なき後、安心し
て暮らすことので
きる住まいがある

いきいきと過ごす
ことのできる日中
活動の場がある

いつでも生活上の
困難を相談できる
機関、場所がある

インパクト
（社会への影響）

中間アウトカム
（成果目標）

初期アウトカム
（成果目標）

アウトプット
（活動目標）

アクティビティ
（活動）

本県の当事者目線
の障がい福祉の将
来展望の議論

自立支援協議会に
おける課題把握と
対応策の議論

支援の質を向上さ
せるための研修プ
ログラムの体系化

「ともに生きる社会
かながわ」の考えの
普及啓発

入所施設等の指導
監査の充実に向けた
実施方針検討

福祉人材の確保の
ための広報、処遇改
善の着実な実施

医療分野と福祉分
野の関係者の連携
場づくり

支援の質の向上の
視点を加えた指導
監査要領の策定

県ホームページや
各イベント等を通じ
た広報の実施

本県の障がい福祉
サービスの今後の
在り方についての
提言の取りまとめ

階層別研修の実施、
先進事例を実践的
に学ぶ機会の創出

福祉人材センターの
ホームページや各種
イベントを通じた広報

次期障害福祉計画
の整備目標の改定
の指標を得る

県立障害者支援施
設のあり方の方向
性を得る

意思決定支援の
全県展開に向けた
指針を得る

福祉人材の確保、
育成、多職種連携
のための基盤整備

県民への「ともに生
きる社会かながわ」
の考えの浸透

指導監査の質の向
上と実効性の確保

津久井やまゆり園以
外の事業所での意思
決定支援の実施

民間施設等での意
思決定支援の先行
実施

福祉の仕事に関心
を持つ人が増え、人
材確保が進む

サービス提供事業
所の支援の質の向
上が進む

障がい者の雇用に
関心を持つ企業者
が増える

公私の役割分担が
明確化され資源配
分の適正化が進む

本人が真に望む
サービス等利用計
画の策定が進む

各地域毎で必要な
障害福祉サービス
の整備が進展する

6※ KPIとしては相談支援事業所の相談内容の変化を定量的に分析することを想定

既

に

着

手

社会参加の機会が
あり、地域の担い
手として活躍できる

文化芸術などで障
がい故の能力を発
揮する機会がある

り よ う し ゃ め せ ん あたら しょう ふ く し ろ じ っ く も で る れいじ



２．我が国の社会保障制度の将来像に関する先行

研究など
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令和２年版 厚生労働白書 ―令和時代の社会保障と働き方を考える―（概要）

（平成３０年度・令和元年度厚生労働行政年次報告）

〇 令和２年版の厚生労働白書は、「令和時代の社会保障と働き方を考える」をテーマとして、平成の３０年間の社会の変容と２０４０年にかけ

ての今後の２０年間の変化の見通しを踏まえ、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を含め、今後の対応の方向性等として、①人生１００

年時代に向けて、②担い手不足・人口減少の克服に向けて、③新たなつながり・支え合いに向けて 、④生活を支える社会保障制度の維持・

発展に向けて、⑤デジタル・トランスフォーメーション（DX)への対応、について提示している

・ 平均寿命は、平成３０年間に約５年伸び、さらに２０４０年にかけて約２年伸びる見通し。２０４０年時点で６５歳の人は、男性の約４割が９０

歳まで、女性の２割が１００歳まで生きると推計され、「人生１００年時代」が射程に

・ 健康寿命の延伸とともに、ライフステージに応じてどのような働き方を選ぶか、就労以外の学びや社会参加などをどのように組み合わせて

いくかといった生き方の選択を支える環境整備が重要に

・ 今後、本格的な人口減少が進む中で、就業者を始めとする「担い手」の減少を懸念。女性や高齢者の就業率の一層の向上とともに、働く

人のポテンシャルを引き上げ、活躍できる環境整備が必要

・ 特に、医療福祉従事者は２０４０年には最大１,０７０万人（就業者の約５人に１人）に増加の見通し。健康寿命の延伸等の取組とあわせて、

医療福祉現場の生産性を上げることにより、より少ない人手でも現場が回っていく体制を実現していくことが必要

・ 担い手不足が生じる根本的な原因は少子化の進行。長期的な展望に立って 総合的な対策を進めることが必要

・ 平成の３０年間で、三世代世帯が約４割から約１割に減少するなど、世帯構造は大きく変化。「日頃のちょっとした手助けが得られない」や

「介護や看病で頼れる人がいない」など、生活の支えが必要と思われる高齢者世帯は、過去２５年間で３.５倍程度増加。今後２５年間でさら

に１.５倍程度増える見込み

・ 「地縁、血縁、社縁」の弱まりの一方、ボランティア等によってつながる 「新たな縁」や、支え手・受け手といった枠を超え、支え合いながら

暮らす「地域共生社会」の実践も拡がりつつある。人口減少による地域社会の縮小が見込まれる中で、新たなつながり・支え合いを構築する

ことが必要
8

れいわ ねんばん こうせいろうごうはくしょ れいわじだい しゃかいほしょう はたら かた かんが て ー ま へいせい ねんかん しゃかい へんよう ねん

こ ん ご ねんかん へんか みとお ふ こんかい しんがたこ ろ な う い る すかんせんしょう えいきょう ふく こんご たいおう ほうこうせいとう じんせい

ねんじだい む にな て ふそく じんこうげんしょう こくふく む あら ささ あ む せいかつ ささ しゃかいほしょうせいど い じ

はってん む で じ た る と ら ん す ふ ぉ ー め ー し ょ ん たいおう ていじ

【今後の対応の方向性】

① 人生１００年時代に向けて

② 担い手不足・人口減少の克服に向けて

③ 新たなつながり・支え合いに向けて

へいきんじゅみょう へいせい ねんかん やく ねんの ねん やく ねんの みとお ねんじてん さい ひと だんせい やく わり

さい じょせい わり さい い すいけい じんせい ねんじだい しゃてい

けんこうじゅみょう えんしん ら い ふ す て ー じ おう はたら かた えら しゅうろういがい まな しゃかいさんか く あ

い かた せんたく ささ かんきょうせいび じゅうよう

こんご ほんかくてき じんこうげんしょう すす なか しゅうぎょうしゃ はじ にな て げんしょう けねん じょせい こうれいしゃ しゅぎょうりつ いっそう こうじょう はたら

ひと ぽ て ん し ゃ る ひ あ かつやく かんきょうせいび ひつよう

とく いりょうふくしじゅうじしゃ ねん さいだい まんにん しゅうぎょうしゃ やく にん ひとり ぞうか みとお けんこうじゅみょう えんしんなど とりくみ

いりょうふくしげんば せいさんせい あ すく ひとで げんば まわ たいせい じつげん ひつよう

にな て ふそく しょう こんぽんえｔき げんいん しょうしか しんこう ちょうきてき てんぼう た そうごうてき たいさく すす ひつよう

へいせい ねんかん さんせだい せたい やく わり やく わり げんしょう せたいこうぞう おお へんか ひごろ てだす え

かいご かんびょう たよ ひと せいかつ ささ ひつよう おも こうれいしゃせたい か こ ねんかん ばいていどぞうか こんご ねんかん

ばいていどふ み こ

ちえん けつえん しゃえん よわ いっぽう ぼ ら ん て ぃ あなど あら えん ささ て う て わく こ ささ あ

く ちいききょうせいしゃかい じっせん ひろ じんこうげんしょう ちいきしゃかい しゅくしょう みこ なか あら ささ あ こうちく

ひつよう

こんご たいおう ほうこうせい

じんせい ねんじだい む

にな て ふそく じんこうげんしょう こくふく む

あら ささ あ む

れ い わ ねんばん こうせいろうどうはくしょ れ い わ じ だ い しゃかい ほしょう はたら かた かんが がいよう

へいせい ねんど れいわがんねんど こうせいろうどうぎょうせいねんじほうこく



④ 生活を支える社会保障制度の維持・発展に向けて

・ 平成の30年間の社会保障制度改革は、①機能の強化と②財政面の持続可能性の強化の２つの軸で実施されてきた。

・ 今後は、３つの方向性（①人生100年時代、②担い手不足・人口減少、③新たなつながり・支え合い）に沿った改革、特に、担い手不足・人

口減少の観点からサービス提供面を含めた持続可能性の強化が重要に。デジタル・トラン スフォーメーション（DX）への対応も不可欠に。

・ 「ポスト・コロナ」の社会も展望しつつ、社会保障制度改革について、国民的な議論を深めていくことが必要
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今後の社会保障制度改革を考える視点

社会保障制度改革

機能の強化：サービス提供面

＋
持続可能性の強化：財政面

人生１００年時代

新たなつながり・
支え合い デジタル・トランス

フォーメーション
（ＤＸ）

ポスト・コロナの
社会経済・財政

担い手不足・
人口減少

令和時代の社会保障と働き方の方向性

人生１００年時代
・健康寿命の延伸
・生涯現役の就労と社会参加

担い手不足・人口減少の克服
・就業率の一層の向上
・働く人のポテンシャルの向上と活躍
・医療・福祉サービス改革を通じた生産性向上
・少子化対策

新たなつながり・支え合い
・総合的なセーフティネットの構築
・多様な担い手が参画する地域活動の推進
・経済的な格差拡大の防止

生活を支える社会保障制度の維持・発展
・機能の強化
・持続可能性の強化 （サービス提供面、財政面）

デ
ジ
タ
ル
・ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
（Ｄ
Ｘ
）

（高齢者人口がピークを迎える２０４０年頃を見据えて） （新型コロナ感染症の影響）

・ ３つの「密」を避ける

新たな生活様式の拡

がり等、国民生活、社

会・経済の様々な面

に大きな影響

・ テレワーク等の新

しい働き方、オンライ

ンを活用した診療や

行政手続き、アウト

リーチによる新しい

つながりが進展

・ 今後、産業構造、

国土構造、地域社会

のあり方、経済・財

政等に中長期の構

造変化が想定される

＋

せいかつ ささ しゃかいほしょうせいど いじ はってん む

へいせい ねんかん しゃかいほしょうせいどかいかく きのう きょうか ざいせいめん じぞくかのうせい きょうか じく じ っ し

こんご ほうこうせい じんせい ねんじだい にな て ふ そ く じんこうげんしょう あら ささ あ そ かいかく とく にな て ふそく じん

こうげんしょう かんてん さ ー び すていきょうめん ふく じぞく かのうせい きょうか じゅうよう で じ た る と ら ん す ふ ぉ ー め ー し ょ ん たいおう ふかけつ

ぽすと ころな しゃかい てんぼう しゃかいほしょうせいどかいかく こくみんてき ぎろん ふか ひつよう

れいわじだい しゃかいほしょう はたら かた ほうこうせい こんご しゃかいほしょうせいどかいかく かんが してん

こうれいしゃじんこう ぴ ー く むか ねんごろ みす

じんせい ねんじだい

にな て ふ そ く じんこうげんしょう こくふく

あら ささ あ

せいかつ ささ しゃかいほしょうせいど い じ はってん



精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会報告書（概要）
～誰もが安心して自分らしく暮らすことができる地域共生社会の実現を目指して～（令和３年３月）

・ 地域精神保健医療福祉については、平成１６年９月策定の「精神保健医療福祉の改革ビジョン」において「入院医療中心から地域生

活中心」という理念を明確にし、様々な施策を行ってきた。

・ 平成２９年２月に「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書において、精神障がいの有無や程度にかかわらず、

誰もが地域の一員として安心して自分らしい暮らしができるよう、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を構築することが適

当とされた。

・ 実施主体及び精神保健医療福祉に携わる機関の明確化、重層的な連携による支援体制の構築の更なる推進に関する検討が必要

といった課題が明らかとなってきた。

・ 令和２年３月「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」を設置し、以下について今後の方向性や取組に

ついて検討し、報告書としてとりまとめた

✓ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの基本的な考え方

✓ 重層的な連携による支援体制の構築

✓ 普及啓発の推進並びに精神保健医療福祉

✓ 住まい及びピアサポート等の同システムを構成する要素

【基本的な考え方】

〇 精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすこ

とができるよう、重層的な連携による支援体制を構築することが適当

〇 「地域共生社会」は、制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」といった

従来の関係を超えて助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的なコ

ミュニティや地域社会を創るという考え方

〇 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムは、地域共生社会を実現す

るための「システム」「仕組み」である
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【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構成する要素】

① 地域精神保健及び障害福祉

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける精神医療

③ 住まいの確保と居住支援の充実、居住支援関係者との連携

④ つながりのある地域づくりと社会参加の推進

⑤ 当事者・ピアサポーター

⑥ 精神障害を有する方等の家族

⑦ 人材育成

せいしんしょうがい たいおう ち い き ほうかつ け あ し す て む こ う ち く かか け ん と うか い ほ う こ く し ょ がいよう

ち い き せいしんほけんいりょう ふ く し へいせい ねん がつさくてい せいしんほけんいりょう ふ く し かいかくび じ ょ ん にゅういんいりょうちゅうしん ちいきせい

かつちゅうしん り ね ん めいかく さまざま せ さ く おこな

へいせい ねん がつ せいしんほけんいりょう ふ く し かた かん けんとうかい ほうこくしょ せいしんしょう う む ていど

だれ ち い き いちいん あんしん じ ぶ ん く せいしんしょうがい たいおう ちいきほうかつ け あ し す て む こうちく てき

とう

じ っ し しゅたい およ せいしんほけんいりょう ふ く し たずさ き か ん めいかくか じゅうそうてき れんけい しえんたいせい こうちく さら すいしん かん けんとう ひつよう

かだい あき

れいわ ねん がつ せいしんしょうがい たいおう ちいきほうかつけ あ し す て む こうちく かか けんとうかい せ っ ち い か こんご ほうこうせい とりくみ

けんとう ほうこくしょ

せいしんしょうがい たいおう ちいきほうかつけ あ し す て む きほんてき かんが かた

じゅうそうてき れんけい しえんたいせい こうちく

ふきゅうけいはつ すいしんなら せいしんほけんいりょう ふ く し

す およ ぴ あ さ ぽ － となど どうし す て む こうせい よ う そ

きほんてき かんが かた

せいしんしょうがい う む ていど だれ あんしん じぶん く

じゅうそうてき れんけい しえんたいせい こうちく てきとう

ちいききょうせいしゃかい せいど ぶんや わく ささ がわ ささ がわ

じゅうらい かんけい こ たす あ く ほうせつてき こ

み ゅ に て ぃ ちいきしゃかい つく かんが かた

せいしんしょうがい たいおう ちいきほうかつけ あ し す て む ちいききょうせいしゃかい じつげん

し す て む し く

せいしんしょうがい たいおう ちいきほうかつけあ し す て む こうせい よ う そ

ちいきせいしんほけんおよ しょうがいふくし

せいしんしょうがい たいおう ちいきほうかつけ あ し す て む せいしんいりょう

す か く ほ きょじゅうしえん じゅうじつ きょじゅうしえんかんけいしゃ れんけい

ちいき しゃかいさんか すいしん

とうじしゃ ぴ あ さ ぽ ー た ー

せいしんしょうがい ゆう かたなど か ぞ く

じんざいいくせい



11

誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現
─新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン─ ＜概要＞

（平成27年９月17日 厚生労働省・新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討ＰＴ）

○ 家族・地域社会の変容等に伴い、ニーズの多様化、抱える困難の複合化、必要な支援の複雑化が進行し、また、我が国は人口減少局

面に入っており、福祉サービスの持続可能性が課題

○ これまで福祉サービスは、高齢、障害、児童その他対象者ごとに充実してきたところ、複合化するニーズに単独の機関によるアプローチ

では、十分対応できないケースも存在

○ 人口減少に伴い、労働力人口が減少する中で、良質なサービスを効果的・効率的に提供していくとともに、人材確保についても検討する

必要

○ 誰もが支え・支えられる社会の実現を目指しながら、地域の状況に照らして適切な福祉サービスの提供体制を構築する必要

あらゆる地域で全世代・全対象型地域包括支援

の実現を図るべく、以下の視点で検討

【現状と課題】

だれ ささ あ ち い き こうちく む ふ く し さ ー び す じつげん

げんじょう かだい

かぞく ちいきしゃかい へんようなど ともな に ー ず た よ う か かか こんなん ふくごうか ひつよう しえん ふくざつか しんこう わ くに じんこうげんしょうきょく

めん はい ふくし さ ー び す じぞくかのうせい かだい

ふ く し さ ー び す こうれい しょうがい じどう たたいしょうしゃ じゅうじつ ふくごうか に ー ず たんどく きかん あ ぷ ろ ー ち

じゅうぶんたいおう け ー す そんざい

じんこうげんしょう ともな ろうどうりょくじんこう げんしょう なか りょうしつ さ ー び す こうかてき こうりつてき ていきょう じんざいかくほ けんとう

ひつよう

だれ ささ ささ しゃかい じつげん め ざ ちいき じょうきょう て てきせつ ふくし さ ー び す ていきょうたいせい こうちく ひつよう

ちいき ぜんせだい ぜんたいしょうがたちいきほうかつしえん

じつげん はか い か してん けんとう

○ ニーズに即応できる地域の福祉サービスの包括的な提供の仕組み ※ 高齢者対象の地域包括ケアシステムの全世代拡大

○ 生産性の向上 ※ 「生産性向上（効率化）」の定義とそれを向上する方法

○ 総合的な福祉人材の育成 ※ 今後福祉専門職が新たに持つべき３つの能力

① 包括的な相談支援の実施

→ 複数のサービスをコーディネートする機能を強化するとともに、既に取り組んでいる事例を分析・検証し、全国展開

② 地域の実情に合ったサービス提供体制の確立

→ 地域の実情に合わせたサービス提供を可能とするため、分野を問わず総合的にサービスを行うことも一つの在り方として提示し、これを阻害す

る基準緩和等

○ 生産性の向上に向けた効率的・効果的なサービス提供体制を確立するため先駆的な取組を分析・検証し、全国展開

○ 試験科目免除等、複数資格取得を容易にする措置

○ 分野横断的に必要とされる基礎知識等の研修の確立

【改革の方向性】

【改革の方向性を踏まえた当面の取組例】

かいかく ほうこうせい

に ー ず そくおう ちいき ふくし さ ー び す ほうかつてき ていきょう し く こうれいしゃたいしょう ちいきほうかつけあ し す て む ぜんせだいかくだい

せいさんせい こうじょう せいさんせいこうじょう こうりつか ていぎ こうじょう ほうほう

そうごうてき ふくしじんざい いくせい こんごふくしせんもんしょく あら も のうりょく

かいかく ほうこうせい ふ とうめん とりくみれい

ほうかつてき そうだんしえん じっし

ふくすう さ ー び す こ ー で ぃ ね ー と きのう きょうか すで と く じれい ぶんせき けんしょう ぜんこくてんかい

ちいき じつじょう あ さーびすていきょうたいせい かくりつ

ちいき じつじょう あ さーびすていきょう かのう ぶんや と そうごうてき さ ー び す おこな ひと あ かた ていじ そがい

きじゅんかんわなど

せいさんせい こうじょう む こうりつてき こうかてき さーびすていきょうたいせい かくりつ せんくてき とりくみ ぶんせき けんしょう ぜんこくてんかい

しけんかもくめんじょなど ふくすうしかくしゅとく ようい そ ち

ぶんやおうだんてき ひつよう き そ ち し き な ど けんしゅう かくりつ



地域共生推進検討会 最終とりまとめ（概要）
～地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会～（令和元年12月）

日本の社会保障は、現金給付や現物給付を

行う基本的なアプローチの下で、公的な保障

の量的な拡大と質的な発展を実現してきた。こ

れにより、昭和３０年代には国民皆保険・皆年

金を達成し、生活保護、高齢者介護、障害福

祉、児童福祉など、属性別や対象者のリスク

別の制度が発展し、専門的支援が提供される

ようになった。

個人や世帯が抱える生きづらさやリスクの

複雑化、多様化してきており、典型的と考え

られるリスクを想定し給付を行う従来の社会

保障の仕組みでは十分な対応が難しい。

血縁、地縁、社縁といった共同体機能の脆

弱化、人口減少の本格化、高齢化が進む中

で担い手の確保に苦慮。

地域共生社会とは、これまでの社会保障

の成り立ちや社会の変化を踏まえ、平成２8

年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活

躍プラン」において提案された理念。

制度・分野の枠や、「支える側」「支えられ

る側」という従来の関係を超え、包摂的なコ

ミュニティ、地域や社会を創るという考え方

である。

【日本の社会保障の成り立ち】 【社会の変化】 【地域共生社会】

・ 市町村における地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築を推進するためには、①断らない相談支

援、②参加支援、③地域づくりに向けた支援といった新たな事業の創設を行うべきである。この３つの支援を一体的に行うことで、本人と支

援者や地域住民との継続的な関係性を築くことが可能となり、これらの関係性が一人ひとりの自律的な生を支えるセーフティネットとなる。

① 断らない相談支援
・ 訪れた相談者の属性や課題にかかわら
ず、幅広く相談を受け止める

・ 本人・世帯の暮らし全体を捉え、本人に
伴走し寄り添い、継続的に関わる

・ 本人・世帯に支援を届け、つながりや信
頼関係を築く

という３つの軸からなる断らない相談支援を
推進する必要がある

② 参加支援

・ 個別性が高まり狭間のニーズが生まれ
つつある状況

・ 既存制度の支援と緊密に連携しつつ、
既存の地域資源と狭間のニーズを持つ
ものとの間を取り持つ機能を創設するこ
とが求められる

③ 地域づくりに向けた支援

・ 自身の希望や能力に応じて役割を果
たすことは、自己肯定感や自己有用感
を育むことにつながる

・ 場や居場所の確保支援や地域づくり
のコーディネート機能を合わせた事業
として実施すべき

✓ 地域社会で、住民各々の自律性と相互のつながりを共に強め、住民各々の幸福感と地域の活力を同時に高めていく仕組みを

構築していかなければならないが、地域共生社会の理念こそ、その方向性を提示するもの
12

ち い き きょうせいすいしんけんとうかい さいしゅう がいよう

にほん しゃかいほしょう な た しゃかい へ ん か ちいききょうせいしゃかい

しちょうそん ちいきじゅうみん ふ く ご う か ふくざつか しえん に ー ず たいおう ほうかつてき しえんたいせい こうちく すいしん こと そうだんし

えん さ ん か し え ん ちいき む し え ん あら じぎょう そうせつ おこな し え ん いったいてき おこな ほんにん し

えんしゃ ちいきじゅうみん けいぞくてき かんけいせい きず か の う かんけいせい ひとり じりつてき せい ささ せ ー ふ て ぃ ね っ と

ことわ そ う だ ん し え ん
さ ん か し え ん ち い き む し え ん

ち い き しゃかい じゅうみんおのおの じりつせい そうご とも つよ じゅうみんおのおの こうふくかん ち い き かつりょく どうじ たか し く

こうちく ちいききょうせいしゃかい りねん ほうこうせい て い じ



はじめに

（社会保障審議会障害者部会 第112回(R3.6.21) 資料２ （厚生労働省障害保健福祉部企画課）
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けい い

経 緯

ていあん おも ないよう

提案の主な内容



かながわけん しょうらいてんぼう かん せんこうけんきゅう

３．神奈川県の将来展望に関する先行研究など

15



せっち けいい

◎ 設置の経緯

そうろん おも ないよう

◎ 総論の主な内容

16
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さんこう

参考１

18

かながわ じんこう

○ 神奈川の人口

650

700

750

800

850

900

950

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065

（万人）

（年）

国勢調査実績：2015年、912.6万人

高位推計：2023年、923.6万人でピーク
中位推計：2020年、917.4万人でピーク
低位推計：2018年、914.0万人でピーク

高位推計

912.6万人

中位推計

※ 出生率は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（2017年４月）」の出生率をもとに、神奈川県の出生率を設定
※ 将来の転入と転出によって生じる社会増減の程度に応じて、高位・中位・低位の３つのケースを設定して推計
※ 神奈川県政策局作成

低位推計
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しょうしか しんこう こうれいか かそく

○ 少子化の進行、高齢化の加速

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065

（万人）

（年）

424万人
（54.8%）

269万人
（34.8%）

81万人
（10.5%）

477万人
（69.0%）

170万人
（24.6%）

96万人
（10.9%）

291万人
（33.1%）

492万人
（56.0%）

実 績 推 計

216万人
（23.9%）

574万人
（63.5%）

114万人
（12.6%）

44万人
（6.4%）

老齢人口（65歳以上）
生産年齢人口（15～64歳）
年少人口（０～14歳）

※神奈川県政策局作成

さんこう

参考２



せたい どうこう

○ 世帯の動向

20

さんこう

参考３

※ ２０１５年までの実績値は、総務省統計局「国勢調査」による
※ ２０４５年以降は参考値
※ 神奈川県政策局作成
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さんぎょうこうぞう てんかん

○ 産業構造の転換

※ 出典：神奈川県工業統計調査

さんこう

参考４
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あら はたら かた

○ 新たな働き方

のうりんすいさんぎょう にな て じょうきょう

○ 農林水産業における担い手の状況

さんこう

参考５



かながわけん しょう ふくし げんじょう

４．神奈川県の障がい福祉の現状

23



しんちょくりつ

進捗率

３７．７％

２０８．１％

１０１．５％

８１．０％

３９．４％

４７．４％

24

し ひょう

指 標

くに きほんししん だい き もと

国の基本指針（第５期）に基づく
かながわけん もくひょうち

神奈川県の目標値

かながわけん だい き じっせき

神奈川県の第５期における実績
れいわがんねんどまつじてん

（令和元年度末時点）

施設入所者の地域生活移行
４，８９９人のうち４７０人が移行

（平成２８年度末→令和２年度末） １７７人（※）

※ 令和２年度末時点

施設入所者数の▲減
４，８９９人から７４人の▲減

（平成２８年度末→令和２年度末）
▲１５４人（※）

※ 令和２年度末時点

共同生活援助
令和元年度見込量

９，２９６人
９，４４２人

短期入所
令和元年度見込量

２５，６１９人
２０，７７４人

地域生活支援拠点の整備
令和２年度末までに
３３市町村に整備 １３市に整備済み（※）

※ 令和２年度末時点

指定計画相談支援の利用実績
令和元年度見込量

３５，５８４人
１６，８６４人



し ひょう

指 標

くに きほんししん だい き もと

国の基本指針（第５期）に基づく
かながわけん もくひょうち

神奈川県の目標値

かながわけん だい き じっせき

神奈川県の第５期における実績
れいわがんねんどまつじてん

（令和元年度末時点）

しんちょくりつ

進捗率

自立生活援助(※）の利用実績
※ 平成３０年度創設サービス

令和元年度見込量
８５２人

２７人 ３．２％

自立訓練（生活訓練）の
利用実績

令和元年見込量
９，００７人日

９，４６８人日 １０５．１％

福祉施設から一般就労への移行
者数

平成２８年度の１．６倍
１，７９４人

平成２８年度の１．２１倍
１，３７０人

７６．３％

就労定着支援による支援開始
１年後の職場定着率

令和２年度において
８０％

８６．３％ １０７．８％

精神科病院の長期（１年以上）入
院患者数

令和２年６月末時点
５，５９４人

６，４１７人(※）

※令和元年６月末時点

８７．１％

精神科病院からの退院率

令和元年６月末時点から
３か月後 ６９％
６か月後 ８４％
１年後 ９０％

３か月後 ５８％(※）

６か月後 ８２％(※）

１年後 ９０％(※）

※平成３０年６月末時点から

▲１１％
▲ ２％
± ０％

医療的ケア児のための協議の場
の設置（市町村）

平成３０年度中に
３３市町村に設置 ２３市町に設置済（※）

※ 令和２年度末時点

６９．７％

25
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235,620 
261,835 267,576 268,933 271,000 

43,815 

56,010 
68,923 73,933 84,000 

35,490 

56,392 

79,359 
90,419 

111,000 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2008（H19）年度 2012（H24 ）年度 2017（H29 ）年度 2019（R1）年度 2023年

精神障がい

知的障がい

身体障がい

人

（注）２０１３年３月から２０１８年３月までの５年間の県内人口に占める障がい者の比率の伸率から２０２３年の障がい者の比率を推計し、
２０２３年の県内人口推計値に乗じて算出している。

出典：２０１９年３月 かながわ障がい者計画

(注）



27※ 出典：「障害福祉情報サービスかながわ」（６月30日時点）



28

（件）

※ 政令市を含む

※ 出典：「介護情報サービスかながわ」及び「障害福祉情報サービスかながわ」（６月２９日時点）
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サービス区分 単位 Ｈ２７年度実績 Ｈ２８年度実績 Ｈ２９年度実績 Ｈ３０年度実績 令和元年度実績

訪問系
サービス

居宅介護等
時間 ３７５,８２２ ３７８,９５６ ４０４,９６４ ３９３,１１６ ４１７,６３５

人 １４,８２８ １５,２６１ １６,０４９ １６,０８８ １６,６５０

日中活動系
サービス

生活介護 人 １７,０３１ １５,４８８ １５,９６６ １７,４０６ １９,２６４

自立訓練（機能訓練） 人 １３１ １３４ １０７ １２３ １３３

自立訓練（生活訓練） 人 ４０８ ４３５ ４８１ ５６２ ３９２

就労移行支援 人 ２,１２４ ２,３７２ ２,６５６ ２,８４９ ２,９０４

就労継続支援（Ａ型） 人 １,３３０ １,５２６ １,７７９ １,８８３ １,９６９

就労継続支援（Ｂ型） 人 ８,９４８ ９,６６５ １０,３１５ １１,１５０ １１,４３７

就労定着支援 人 ― ― ― ６５６ １,２２３

療養介護 人 ７０８ ７６３ ７９１ ８１５ ８３６

短期入所
人日 ２０,５４７ ２０,５２２ ２０,６７３ ２２,１６６ ２０,７７４

人 ３,５４６ ３,７０８ ３,８３６ ４,２７６ ３,７３２

居住系
サービス

自立生活援助 人 ― ― ― ３ ２７

共同生活援助 人 ７,２９４ ７,９６８ ８,１４８ ８,７４８ ９,４４２

施設入所支援 人 ５,０４９ ５,０００ ４,８８８ ４,８７８ ４,８０３

指定地域
相談支援

地域移行支援 人 ５９ ４９ ６０ ６３ １７３

地域定着支援 人 ３９ ３２ ５５ ７７ ４０１

指定計画
相談支援

計画相談支援 人 ９,８８７ １１,１９３ １２,７６４ １６,８５６ １６,８４６

（注）人数は年間の実人員数である。また、「時間」は１か月あたりの延べ利用時間数であり、「人日」は１か月あたりの延べ利用日数である。
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（人）
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（人）
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（人）
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平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援（Ａ型）

就労移行支援

自立訓練（生活訓練）

自立訓練（機能訓練）

生活介護

33

（人）

※ 日中活動系サービスの６類型は、生活介護、自立支援（機能訓練及び生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援
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24,307
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36.099

17,878
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（人）
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官公需金額 民需金額 合計金額

（千円）

※ ＮＰＯ法人神奈川セルプセンター「神奈川県障害者生産活動支援事業報告書」から共生推進本部室が作成
※ 上記報告書データの百の位を四捨五入し、単位を（千円）として表記した



、

・ 相談

だれ ひと く ちいきしゃかい じつげん とりく

誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み
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※ 障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業
在宅の重度障がい者等であって障がい特性により支援が困難な者や緊急的な支援が必要な者に、年間を通じて夜間の支援も含めて対応できるよう、県と市町村が

協力して、サービス提供体制の整備を図る事業

※ 成果目標の対象とする福祉施設
障害者総合支援法に基づく生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援又は就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の事業を行う事業所



けんりつしょうがいしゃしえんしせつ ぎろん

５．県立障害者支援施設をめぐるこれまでの議論

41
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施設
しせつ

名
めい

《Ｈ15

年
ねん

》

時点
じてん

Ｈ15年
ねん

将来
しょうらい

 展望
てんぼう

報告書
ほうこくしょ

Ｈ26年
ねん

県立
けんりつ

施設
しせつ

等
とう

あり方
かた

検討
けんとう

委員
いいん

会
かい 直近

ちょっきん

の検討
けんとう

状況
じょうきょう

《現状
げんじょう

》

さがみ緑風園
りょくふうえん

（旧
きゅう

 身障
しんしょう

療護
りょうご

）
直
ちょく

　営
えい

機能
きのう

特化
とっか

、運営
うんえい

主体
しゅたい

見直
みなお

し

→ＡＬＳ
えーえるえす

、遷延
せんえん

性
せい

意識
いしき

障害
しょうがい

 等
とう

医療的ケア
いりょうてきけあ

が必要
ひつよう

な最
さい

重度
じゅうど

の身体
しんたい

障
しょう

がい者
しゃ

を受入
うけい

れ

指定
してい

管理
かんり

検討
けんとう

→ＡＬＳ、遷延性
せんえんせい

意識
いしき

障害等
しょうがいなど

医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

な最
さい

重度
じゅうど

の身体
しんたい

障
しょう

がい者
しゃ

を受入
うけい

れ

指定
してい

管理
かんり

へ移行
いこう

※県立
けんりつ

施設
しせつ

として運営
うんえい

。県
けん

直営
ちょくえい

の必要
ひつよう

性
せい

を見直
みなお

し、指定
してい

管理者
かんりしゃ

制度
せいど

を導入
どうにゅう

すべき（Ｒ１.５検討
けんとう

会
かい

報告書
ほうこくしょ

）

直
ちょく

　営
えい

中井
なかい

やまゆり園
えん

（旧
きゅう

 知的
ちてき

更生
こうせい

）
直
ちょく

　営
えい

機能
きのう

特化
とっか

、運営
うんえい

主体
しゅたい

見直
みなお

し

→強度
きょうど

行動
こうどう

障害
しょうがい

の知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

を受入
うけい

れ

→発達
はったつ

障害
しょうがい

支援
しえん

センター
せんたー

を併設
へいせつ

直営
ちょくえい

継続
けいぞく

→民間
みんかん

では対応
たいおう

困難
こんなん

な強度
きょうど

行動
こうどう

障
しょう

がい者
しゃ

を受入
うけい

れ。

→地域
ちいき

生活
せいかつ

移行
いこう

を目指
めざ

したしくみづくりを推進
すいしん

。

→発達
はったつ

障害
しょうがい

支援
しえん

センター
せんたー

を併設
へいせつ

－ 直
ちょく

　営
えい

厚木
あつぎ

精華
せいか

園
えん

（旧
きゅう

 知的
ちてき

更生
こうせい

）
委
い

　託
たく

今後
こんご

、方向性
ほうこうせい

を検討
けんとう

→Ｈ18年度
ねんど

に指定
してい

管理
かんり

へ移行
いこう

、中高齢
ちゅうこうれい

の知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

を受入
うけい

れ

当面
とうめん

は指定
してい

管理
かんり

継続
けいぞく

→医療的ケア
いりょうてきけあ

が必要
ひつよう

な中高齢
ちゅうこうれい

の知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

を受入
うけい

れ － 指定
してい

管理
かんり

愛名
あいな

やまゆり園
えん

（旧
きゅう

 知的
ちてき

更生
こうせい

）
委
い

　託
たく

今後
こんご

、方向性
ほうこうせい

を検討
けんとう

→Ｈ18年度
ねんど

に指定
してい

管理
かんり

へ移行
いこう

、重度
じゅうど

重複
ちょうふく

等
とう

の知
ち

的
てき

障
しょう

がい者
しゃ

を受入
うけい

れ

指定
してい

管理
かんり

継続
けいぞく

→民間
みんかん

では対応
たいおう

困難
こんなん

な重度
じゅうど

重複
ちょうふく

等
とう

の知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

を受入
うけい

れ、医療的ケア
いりょうてきけあ

が必要
ひつよう

な利用者
りようしゃ

、強度
きょうど

行動
こうどう

障害
しょうがい

のある利
り

用者
ようしゃ

にも対応
たいおう

－ 指定
してい

管理
かんり

津久井
つくい

やまゆり園
えん

（旧
きゅう

 知的
ちてき

更生
こうせい

）
直
ちょく

　営
えい

委託
いたく

検討
けんとう

→Ｈ18年度
ねんど

に指定
してい

管理
かんり

へ移行
いこう

、重度
じゅうど

重複
ちょうふく

等
とう

の知
ち

的
てき

障
しょう

がい者
しゃ

を受入
うけい

れ

指定
してい

管理
かんり

継続
けいぞく

→民間
みんかん

では対応
たいおう

困難
こんなん

な重度
じゅうど

重複
ちょうふく

等
とう

の知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

を受入
うけい

れ、医療的ケア
いりょうてきけあ

が必要
ひつよう

な利用者
りようしゃ

、強度
きょうど

行動
こうどう

障害
しょうがい

のある利
り

用者
ようしゃ

にも対応
たいおう

再整備
さいせいび

→千木良
ちぎら

地域
ちいき

、芹
せり

が谷
や

地域
ちいき

に小規模
しょうきぼ

化
か

した入所
にゅうしょ

施設
しせつ

を再整備
さいせいび

（Ｈ29.10再生
さいせい

基本
きほん

構想
こうそう

）
指定
してい

管理
かんり

三浦
みうら

しらとり園
えん

（旧
きゅう

 障
しょう

害
がい

児
じ

施設
しせつ

、旧
きゅう

知的
ちてき

更生
こうせい

）

直
ちょく

　営
えい

委託
いたく

検討
けんとう

→Ｈ23年度
ねんど

に指定管理
していかんり

へ移行
いこう

、重度重複等
じゅうどちょうふくとう

の知
ち

的
てき

障
しょう

がい児
じ

・者
しゃ

を受入
うけい

れ

指定
してい

管理
かんり

継続
けいぞく

→民間
みんかん

では対応
たいおう

困難
こんなん

な重度
じゅうど

重複
ちょうふく

等
とう

の知的
ちてき

障
しょう

がい児
じ

・者
しゃ

を

受入
うけい

れ、医療的ケア
いりょうてきけあ

が必要
ひつよう

な利用者
りようしゃ

、強度
きょうど

行動
こうどう

障害
しょうがい

のあ

る利用者
りようしゃ

にも対応
たいおう

－ 指定
してい

管理
かんり

秦野
はだの

精華
せいか

園
えん

（旧
きゅう

 知的
ちてき

更生
こうせい

・授産
じゅさん

）
委
い

　託
たく

今後
こんご

、方向性
ほうこうせい

を検討
けんとう

→Ｈ18年度
ねんど

に指定管理
していかんり

へ移行
いこう

、社会
しゃかい

的
てき

自立
じりつ

を目
め

指
ざ

した中
ちゅう

 軽度
けいど

の知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

を受入
うけい

れ

民間
みんかん

移譲
いじょう

→Ｈ29年度
ねんど

に民間
みんかん

移譲
いじょう

－

金沢
かなざわ

若草
わかくさ

園
えん

（旧
きゅう

 知的
ちてき

授産
じゅさん

）
委
い

　託
たく

民間
みんかん

移譲
いじょう

→Ｈ18年
ねん

度
ど

に指定
してい

管理
かんり

へ移行
いこう

→Ｈ23年度
ねんど

に民間
みんかん

移譲
いじょう

－ －
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けんりつ しょうがいしゃ し えん しせつ こんご かた かんれん せんこう じれい

県立障害者支援施設の今後のあり方に関連する先行事例
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